○足寄町中小企業特別融資利子補給費交付要綱

（目的）
第１条　本要綱は、近年の物価高騰及び金利上昇により、収益の悪化や資金繰りの困難に直面する中小企業を支援することを目的とする。
（交付対象者）
第２条　本要綱により利子補給費を交付する対象者は、令和７年４月１日から令和９年３月３１日までに足寄町中小企業特別融資制度要綱（昭和37年制定）に定める融資（以下「町特別融資」という。）を受けた者（以下「交付対象者」という。）とする。
（利子補給費）
第３条　利子補給費は、町特別融資により当該年度において交付対象者が支払った利子額をもとに算出した金額とし、予算の定める範囲内において交付する。ただし、延滞利息を除き、実利率の上限は年３．０％とし、年１．０％を超え年３．０％までの範囲を補給対象とする。
２　利子補給費の算出は、融資機関が発行する償還表に基づき、次の式により計算するものとする。
　　利子補給費＝支払利子額×（実利率－１．０％）÷実利率
３　前項により算出された利子補給費に１００円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
（交付申請）
第４条　利子補給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、中小企業特別融資利子補給費交付申請書（第１号様式）に必要書類を添え、当該年度の３月３１日までに町長に提出しなければならない。
（交付決定）
第５条　町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給費の交付の可否を決定する。
２　町長は、前項により利子補給費の交付を決定したときは、中小企業特別融資利子補給費交付決定通知書（第２号様式）により速やかに申請者に通知するものとする。
（利子補給費の交付）
第６条　町長は、前条により利子補給費の交付決定を受けた者（以下「受給者」という。）に対する利子補給費を、速やかに交付するものとする。
（利子補給費の停止）
第７条　町長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、利子補給費の交付を停止するものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
（１）　町特別融資金の償還を滞納したとき。
（２）　利子補給費の交付を受ける時点において、事業を停止、廃止又は他人に譲渡しているとき。
（３）　町税を滞納しているとき。
（交付決定の取消し）
第８条　町長は受給者が次の各号の一に該当するときは、交付決定を取り消し、利子補給費の全部又は一部を返還させるものとする。
（１）　貸付決定の取消しがあったとき。
（２）　その他利子補給することが不適当と認められるとき。
（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
この要綱は、公布の日から施行する。






















第１号様式（第４条関係）

中小企業特別融資利子補給費交付申請書

　　年　　月　　日

足寄町長　　　様


申請者　住所
　　　　
氏名

　足寄町中小企業特別融資に伴う利子補給費を受けたいので、足寄町中小企業特別融資利子補給費交付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。
　また、町税の納付状況を担当職員が確認（照会）することに同意します。

支払利子額　　×　（実利率－１．０％）÷　実利率　　　＝　　利子補給費　　　　　　％
％
円
　　　　　円

　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　÷　　　　　　　＝　



添付書類　　１　償還表の写し
　　　　　　２　支払った利子額が確認できる書類の写し

	金融機関名
	

	預金種目
	　１普通　　　２当座　　　３その他（　　　　　　　　）

	口座番号
	

	口座名義
（カタカナ）
	








第２号様式（第５条関係）

中小企業特別融資利子補給費交付決定通知書

　　年　　月　　日
住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　様


足寄町長　　　　　　　　　　印


　　　　年　　月　　日付で申請のありました中小企業特別融資利子補給費について下記のとおり決定したので、足寄町中小企業特別融資利子補給費交付要綱第５条第２項の規定により通知します。

記


中小企業特別融資利子補給費交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円


支払予定年月日　　　　　　年　　月　　日
